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は じ め に 

 

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

  ＪＡ今治立花は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対するご理解を一層深め

ていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容などについて、利用者のためにわか

りやすくまとめた「ディスクロージャー誌 2020」を作成いたしました。 

  皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただきますようお願い

申し上げます。 

  今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和２年７月 今治立花農業協同組合 

 

ＪＡのプロフィール 

◇設   立    昭和２３年４月     ◇組合員数     ７，３６７人 

◇本店所在地    今治市北鳥生町     ◇役員数         ２０人 

◇出 資 金    ２３０百万円      ◇職員数         ４１人 

◇総 資 産    ４２４億円       ◇支所・センター数     ４ 

◇単体自己資本比率 １８．４８％           

（令和２年３月現在） 
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あ い さ つ 
  

新型コロナウィルスが世界中に蔓延しており、何より治療薬がないことが大きな不安でありま

す。私たちは今「３密」にならないように生活し、自分自身で身を守らなければなりません。ま

た、経済は新型コロナウィルス感染の拡大により、世界的に大恐慌になるのではと危惧されます。 

 食料やエネルギーの輸出禁止、交通網の麻痺により、食料自給率３７％の日本への影響、マスク

不足で露呈した、海外依存度８０％等が死活問題となれば、新型コロナウィルスが、未来への警告

ではないかと考えられます。また、今後も地球温暖化が新たなウィルスを生む可能性もあります。 

 ＪＡを取り巻く環境は、農家の減少や高齢化、後継者不足、マイナス金利の長期化による信用事

業の収益悪化など、一層厳しいものとなっており、加えて新型コロナウィルスの影響により、地域

経済をはじめ日本経済が急速に悪化しております。この危機を乗り越え、地域農業の発展と豊かな

地域社会づくりへの貢献に寄与することが、ＪＡとしての使命であります。そのためには、持続可

能な経営基盤の確立・強化が重要となってきます。当ＪＡにおいても組織基盤、経営基盤の強化に

一層取り組んでまいります。 

 今後とも、組合員、地域の皆様にはＪＡの各事業に一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い 

申し上げます。 

令和２年７月 

 

今治立花農業協同組合 

                         代表理事組合長  岡 林  興 通 

 

 

ＪＡ今治立花経営方針 
＜基本理念＞ 

・ ＪＡ事業の社会性・公共性を認識し、事業活動を通じて地域農業と地域社会の継続的発展に寄

与いたします。 

＜経営理念＞ 

・ 「磐石の経営体質」を目指し、各事業の財務の収益性、健全性の向上を目指します。 

・ 多様化する組合員の要望に迅速、適確にお応えできる組織を目指します。 

＜行動理念＞ 

・ 私たちは、一段と高度化する業務に対応するため、自己の研鑽に努めます。 

・ 私たちは、法令遵守はもとより、より高い倫理観と誠実な態度で職務に邁進します。 

・ 私たちは、「食の安心・安全」を守るため農産物の地産地消を推進します。  

  

経 営 管 理 体 制 
    

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、青年部や女性部など

から理事の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、

農業協同組合法第 30 条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っ

ています。 
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わが国の農業においては、農家の高齢化や後継者不足が進むなか、持続的な生産や維持管理活

動が低下し、農業・農村の大切な様々な恵みが失われつつあります。 

また、一方で食の安全や信頼を脅かす不祥事が多発し、安全・安心志向がますます高まりを見

せました。 

 こうした中、当ＪＡの財務状況については、自己資本の増強と不良債権の処理に取り組んだ結

果、自己資本比率は１８．４８％（前年対比０．３９増）となり、不良債権比率は７．７８％（前

年対比１．１９減）となっております。 

 また、ＡＬＭ委員会の機能を強化しリスク管理態勢を強化するとともに、法令等を遵守する職

場風土の構築をめざしコンプライアンス委員会の設置など、役員が先頭に立ったコンプライア

ンスプログラムに基づく実践に取り組んでまいりました。また、組合長に直属した内部監査室に

よる内部監査を実施してまいりました。 

  

 

主な事業活動と成果については以下のとおりです。 

 

① 信用事業 

 ＜貯金＞ 

令和元年度からスタートしたＪＡバンクえひめ中期戦略の初年度として、主に個人貯金を強化するた

めに、定期貯金および年金キャンペーンを展開し、役職員が地域から支持されて共に歩み続けるよう一

致団結して推進を行った。 

 

＜貸付＞ 

 地域の発展に必要な住宅資金や公共資金などの需要があり、目標を達成することができた。 
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② 共済事業 

   令和元年度の普及推進活動は、ＪＡ共済３カ年計画の初年度として、組合員・利用者一人ひ

とりのニーズを的確にとらえた複数保障提案を基本として、「次代につなげるＪＡ共済」を目

指し、３Ｑ訪問活動とはじまる活動を取り組んだ結果、長期共済年間目標５８万ポイントに対

して約７７万ポイント、推進総合ポイントでも１０４万ポイントに対して約１２０万ポイント

と目標達成をすることができた。 

 

③ 購買事業 

＜生産資材＞ 

   農協の創造的自己改革実践における「農業所得の増大」「農業生産の拡大」を目指し、営農指

導と相まって予約購買を中心に「生産トータルコストの低減」に取り組み、価格の引き下げに

努めた。特に肥料については全農集約銘柄を取り入れ、農薬については大型規格農薬等により

価格の引き下げに努めると共に、高齢化に伴う労働力不足を低減するため、省力化資材の取り

入れに努めた。また、各部会と連携し、トレーサビリティやポジティブリスト制度の確立に向

けた統一資材の統一使用に取り組んだ。 

令和元年度は、大型農機導入が一段落し、高齢化・後継者不足による買い控えや長期利用に

向けた修理点検が多く見られた。また、離農に伴う中古農機の転売が年々増加傾向にある中、

実績は昨年を大きく下回った。農機事業基盤の維持、組合員サービスの向上を図るため、３年

度より「ＪＡ・県域農機事業一体運営」への参画を表明した。また、畜産農家の廃業により飼

料の取扱いが減少したことも、購買事業の取扱高を大きく下げた原因となった。 

生産資材の供給高は、計画対比７５．８％、昨年対比７１．４％で７５，８６４千円となっ

た。 

 

＜生活資材＞ 

   令和元年度の郷店供給高は、６０８，１４８千円（計画対比９２．７％、昨年対比９３．６％）、

客数は３４３，６６８人（昨年対比９３．０％）であった。榎橋通行止めや、ドラッグストア・

低価格スーパーの影響により、昨年を下回った。 

 

④ 販売事業 

＜米＞ 

令和元年産米の国による生産数量目標の県別配分が廃止されて令和２年目の米生産であっ

たが、愛媛県の作況指数は、９４と「不良」となった。普通期米では、出穂期以降台風の影響

もあり曇雨天が続き、日照時間は平年よりも短くなり、玄米の充実不足等で収穫量は昨年に比

べかなり少なくなり、一等比率１．５％と昨年の７０．２％から大きく品質を落とす結果とな

った。集荷量においては昨年対比９１．４％の５，８７４袋の集荷実績になった。また、飼料

用米は昨年対比９５．４％の１，７３５袋分の実績となった。 

令和元年産米価格は、全国的に飼料用米等の生産拡大による過剰作付の解消等により前年並

みに推移した。令和元年度の米取扱高は、昨年対比９０．３％、３９，４４１千円と減少した。

また、学校給食米を特別栽培米として、３，０８４袋生産し付加価値の高い農産物として販売

した。 

 

＜麦＞ 

令和元年産麦は、播種期以降降雨も少なく、黄枯れの発症も少なかったため、順調に生育し

た。やや低温ではあったが、収穫時期の天候に恵まれたことから近年にない増収となり、集荷

量は昨年対比１３０．５％の１８４．６ｔとなり、１等比率は１００％となった。また、取扱

額は昨年対比１３０．５％の２７，８９１千円となった。 
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＜その他＞ 

その他販売高は、大豆･畜産･野菜･学校給食等で昨年対比９４．２％の１７，６７６千円とな

った。販売事業全体の取扱高は、昨年対比１０１．４％の８５，００８千円となった。 

 

⑤ 指導事業 

１．営農指導 

農業従事者の高齢化・担い手不足のなか、農業経営の安定向上を図るため青壮年部並びに中核

農家を中心に関係機関・団体と連携して、環境保全型農業を主体に、担い手の育成・支援・食農

教育に取り組むと共に地元農畜産物の消費拡大・販売強化を行い、地産地消を推進した。 

米政策関係では、地区水田農業推進協議会を中心に地域にあった米づくり（経営所得安定対策

に対応）を検討し、米作付面積８１．７ha（転作率３７．４％）で組合員のご理解とご協力を得

て、しかも公平に実施することができた。 

消費者ニーズに対応するため、残留農薬検査の実施や生産履歴記帳を進め、食の安全・安心を

提供する体制を強化した。良食味米である「ヒノヒカリ」を中心に特別栽培米を推進し売れる米

づくりの普及に努めた。また、令和元年度も米の食味成分分析計で６３点の米の食味検査を実施

し、品質重視の営農指導を行った。 

土づくり助成では、鶏糞等の有機肥料５０．７t に助成した。また、農地の流動化では受委託

事業、利用権設定事業の制度で３７．６haを実施した。その他、スクミリンゴカイによる水稲・

レンコンの生育期の食害を軽減するため、殺虫剤「スクミノン」の半額助成を行った。 

 

２．農政活動 

長期にわたる農畜産物の価格低迷・自由化問題・環境問題・農政の転換等の課題が突きつけら

れるなか、これらの諸問題に対応するため青壮年部の各部会を中心に先進地視察や研修を実施し

て、地域農業の活性化に取り組んだ。 

日米貿易協定が令和２年１月１日に発効し、米や乳製品など除外された品目を除き、多くの品

目で関税が削減された。４月には、牛肉・豚肉などの品目でもう一段の関税引き下げが行われる。

米国との第二ラウンドの交渉において農業分野の更なる自由化を求める要求が出される可能性

が高い。我が国の農業は、食料自給率の向上を目指す中、深刻になっている担い手不足や農地の

減少に加え、頻発化する自然災害の発生、農産物貿易をめぐる国際環境の変化など、様々な課題

に直面している。このような状況の中、国民に対して持続的に国産農畜産物を安定供給できるよ

うにする必要がある。 

農業構造や流通構造が急激に変化する中、将来にわたって「食と農を基軸に地域に根ざした協

同組合」としての使命と役割を果たすため、我々は自らの事業改革・組織対応を行っていかなけ

ればならない。 

 

⑥ 宅地建物取引事業 

組合員や利用者皆様からの情報を基に多くの不動産業者や土地購入希望者、賃貸希望者等と情

報交換、提案活動、売買、賃貸の斡旋等を行った。 

 

 ⑦ 福祉事業 

令和元年度、デイサービスセンターの１日平均利用者数は、１６．７人となり、昨年平均１８．

４人を下回り、昨年比９１．２％となった。取扱高は、前年比９２．１％で計画比８７．４％で

あった。 
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 当ＪＡの沿革 

   （ＪＡ今治立花のあゆみ） 

 

 昭 和 ２３年 ４月  今治市立花農業協同組合設立 

  〃  ２４年 ８月  購買店舗を本所に新築 

  〃  ２５年 ２月  郷出張所開設 

  〃  ２８年 ４月  郷出張所金融業務開始 

  〃  ３０年 ４月  立花幼稚園設立 

  〃  ３９年１２月  くみあいマーケット鳥生店開店 

  〃  ４０年 ２月  本所新築 

  〃  ４８年 ３月  くみあいマーケット郷店開店 

  〃  ４９年 ３月  郷出張所新築、支所に昇格 

  〃  ４９年 ５月  立花幼稚園を学校法人に変更 

  〃  ４９年１２月  くみあいマーケット鳥生店移設新築 

  〃  ５１年 ４月  立花出張所（金融店舗）開設 

  〃  ５２年１２月  立花出張所新築移転、支店に昇格 

  〃  ５７年 ７月  名称を今治立花農業協同組合に変更 

 平 成  ７年 ３月  本所事務所・くみあいマーケット鳥生店新築 

  〃   ８年１１月  くみあいマーケット郷店新築 

   〃  １２年  ３月  助け合い組織「ふれあい」発足 

   〃  １６年  ８月  本所事務所を拡張し宅建・燃料事務所を開設 

   〃  １８年  ４月  デイサービスセンターを開設 
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   新たな食料・農業・農村基本計画の策定を受けて、ＪＡグループをあげて農業の担い手支援に取り組んで

いく中で、ＪＡバンクえひめとしても、ＪＡ・信連・農林中金が一体となり、「担い手のメインバンク」と

しての地位確立・機能発揮をめざし、担い手金融強化に積極的に取り組んでいます。 

   それぞれの役割分担としては、ＪＡは、認定農業者（農家）や集落営農組織、ＪＡ出資法人等の担い手を

主体に金融対応を行っています。 

  ●農山漁村等地域の活性化のための融資を始めとする支援 

   ○担い手金融リーダーの設置 

             愛媛農業の基盤となる担い手農家の育成確保を図るため、「愛媛農業復権実践運動」を展開するなか、

部門横断的な担い手農家対応部署のメンバーとして、ＪＡ、信連、農林中金にそれぞれ担い手金融リー

ダーを配置し、営農指導事業、経済利用事業との連携を図るとともに、担い手農家等の資金調達対策等

に対応しています。 

            ○ＪＡ担い手金融リーダーの育成支援（研修会等の参加） 

             ＪＡ担い手金融リーダーの対応能力向上のために、リーダー会議を定期的に開催するとともに、農業

融資研修会等に参加しています。 

            ○農業融資残高調査 

             農業融資の残高調査・分析を通して、担い手農家の資金ニーズに対応するため、資金メニューの充実

や的確な資金の提案・提供に取り組んでいます。 

            ○各種利子助成支援 

             担い手農家の農業経営の負担軽減を目的として、ＪＡバンクアグリサポート利子助成、災害資金利子

助成等を実施しています。 

            ○相談対応支援 

             ＪＡ担い手金融リーダーと担い手農家・農業法人へ同行訪問を実施するなど、農業資金の利用相談等

に取り組んでいます。 

 

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、

信頼性を高めていくことが重要です。 

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理基

本方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整

備しています。 

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じて

リスク管理体制の充実・強化に努めています。 

 

  ① 信用リスク管理 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値が減

少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件に

ついては理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審

査部を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャ

ッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、

与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を

厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んで

います。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却・引当基準」に基づき必要額

を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 
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② 市場リスク管理 

   市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オ

フ･バランスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損

失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変

動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動

することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券

等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。 

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、

収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重

視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応でき

る柔軟な財務構造の構築に努めています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保有有

価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営

層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用

部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買

やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っ

ているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

 

③ 流動性リスク管理 

   流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな

る、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰

りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での

取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。 

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流

動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と

位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行

っています。 

  

④ オペレーショナル・リスク管理 

 オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること

又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。 当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因

により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、シ

ステム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。

事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続を整備し、定期検査等を実施するとともに、事故・

事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が

迅速・正確に反映ができるよう努めています。 

 

 

⑤ 事務リスク管理 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が

損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理

を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努め

ています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査

により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。 

 

⑥ システムリスク管理 

   システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関

が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスク

のことです。当ＪＡでは、コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努めるとと

もに、システムの万一の災害・障害等に備え、「システムリスク管理マニュアル」を策定しています。 
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〔コンプライアンス基本方針〕 

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑み

れば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがま

すます重要になっています。 

  このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こ

そが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを

重視した経営に取り組みます。 

〔コンプライアンス運営態勢〕 

  コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプラ

イアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店にコン

プライアンス推進委員会を設置しています。 

  基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会

を行い全役職員に徹底しています。 

 毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置

し、その進捗管理を行っています。 

 

  また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の専

門窓口の「お客様相談室」を設置しています。 

 

ợ ┼─  

  ① 苦情処理措置の内容 

   当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームペー

ジ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に

努め、苦情等の解決を図ります。 

当ＪＡの苦情等受付窓口（電話：0898‐23‐0246（月～金 9 時～5 時）） 

 

  ② 紛争解決措置の内容 

   当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

・信用事業 

愛媛弁護士会紛争解決センター（電話：089‐941‐6279）  

①の窓口または一般社団法人 JA バンク相談所（電話：03-6837-1359）にお申し出ください。 

 

・共済事業 

(一社)日本共済協会 共済相談所（電話：03-5368-5757） 

   http s://www.jcia.or.jp/advisory/index.html  

(一財)自賠責保険･共済紛争処理機構 

   http://www.jibai -adr.or.jp/  

(公財)日弁連交通事故相談センター 

   http://www.n - tacc.or.jp/  

(公財)交通事故紛争処理センター 

   http://www.jcstad.or.jp/  

 日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ 

（https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html ） 

各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いたただくか、①の窓口

にお問い合わせ下さい。 

  

 

 

http://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
http://www.jibai-adr.or.jp/
http://www.n-tacc.or.jp/
http://www.jcstad.or.jp/
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ợ  

   当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業

務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じ

て業務運営の適切性の維持・改善に努めています。 

   また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき実

施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被

監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に

報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報

告し、速やかに適切な措置を講じています。 

 

 
ợ ─  

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基

盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業

務の効率化等に取り組んだ結果、令和２年３月末における自己資本比率は、１８．４８％となりました。 

 

ợ ─ ─ ≤ ─  

   当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。 

 

項 目 内 容 

発行主体 今治立花農業協同組合 

資本調達手段の種類 普通出資 

コア資本に係る基礎項目に 

算入した額 
２３０百万円（前年度２２１百万円） 

 

   当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、

当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自

己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。 
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今治立花農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく

取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守すること

を誓約します。 

 

１． 当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」といます。）

その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライン等

に定められた義務を誠実に遵守します。 

個人情報とは、法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別でき

るものをいい、以下も同様とします。 

 

２． 当組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令に

より例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

 

３． 当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外

として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表

します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。 

 

４． 当組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管

理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。 

個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２項）を構成

する個人情報をいい、以下同様とします。 

 

５． 当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることな

く、個人データを第三者に提供しません。 

 

６． 当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。 

保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

 

７． 当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための

内部体制の整備に努めます。 

 

８． 当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な

改善に努めます。 
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 今治立花農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供

するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の

事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 

１． 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関

する法律、ＩＴ基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大

臣の指導による義務を誠実に遵守します。 

 

２． 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組織的・

人的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏洩、改ざん、破壊、利用妨

害などが発生しないよう努めます。 

 

３． 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基

づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。 

 

４． 当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被

害を最小限に止めるよう努めます。 

 

５． 当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネ

ジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。 

 

  

 当ＪＡは、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあた

っては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆様の立場に立った勧誘に努めると共に、より一層の信頼を

いただけるよう努めてまいります。 

 

１．組合員・利用者の皆様の商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適

切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

 

 ２．組合員・利用者の皆様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解してい

ただくよう努めます。 

 

 ３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の

皆様の誤解を招くような説明は行いません。 

 

 ４．お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆様にとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話に

よる勧誘は行いません。 

 

 ５．組合員・利用者の皆様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 
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当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険

制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネットで守られています。 

 

 ◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み 

   組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化法（農林中央金庫

及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）」に則り、ＪＡバンク会員

（ＪＡ・信連・農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基本方針」に基づき、ＪＡ・信連・農林中金が一体

的に取り組む仕組みを「ＪＡバンクシステム」といいます。 

「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、スケールメ

リットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の充実・強化を目指す「一体的事業運営」

の２つの柱で成り立っています。 

 

 ◇「破綻未然防止システム」の機能 

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止するた

めのＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（1）個々のＪＡ等の経営状況についてチェック（モニタ

リング）を行い、問題点を早期に発見、（2）経営破綻に至らないよう、早め早めに経営改善等を実施、

（3）全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金※」等を活用し、個々のＪＡの経営健全性維

持のために必要な資本注入などの支援を行います。 

※令和元年 3 月末における残高は 1,706 億円となっています。 

 

 ◇「一体的な事業推進」の実施 

   良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運営

システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り組みをしています。 

 

 ◇貯金保険制度 

   貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者を

保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度で、

銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。 
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＜ 事 業 の ご 案 内 ＞  

 

 信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務を行っています。 

 この信用事業は、ＪＡ、信連、農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、農協系金融機関

として大きな力を発揮しています。 

 

 組合員の皆様はもちろん地域住民の皆様や事業主の皆様から貯金をお預りしています。 

 普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせて

ご利用頂いております。 

 

 組合員の皆様への貸出をはじめ、地域住民の皆様の暮らしや、農業者・事業者の皆様の事業に必要

な資金を貸出しています。 

 また地方公共団体、農業関連産業などへも貸出し、地域経済の質的向上・発展に貢献しています。

さらに住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）等の融資の申込みのお取り次ぎもしています。 

 

 全国のＪＡ、信連、農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、

当ＪＡの窓口をとおして全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取り立てが安全・

確実・迅速にできる内国為替をお取り扱いしています。 

 

 国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売のお取り扱いをしています。 

 

 当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り、各種自動支払いや事

業主の皆様のための給与振込サービス、自動集金サ－ビス、口座振替サービスなどをお取り扱いしてい

ます。 また、全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、信用金庫、コンビニエンス・ストアーなどでも

現金引き出しのできるキャッシュサービスなど、いろいろなサービスに努めています。 

 

 

 ＪＡ共済は「ひと・いえ・くるまの総合保障」と「組合員等利用者の生涯保障」の実現に取り組む

とともに一人ひとりの生活スタイルに応じた保障プランニングを行い利用者のニーズに応える総合

生活保障の提供をしております。 

 

 生命総合共済では生命保障設計に基づく効果的な保障拡充、老後の年金、医療・介護・後遺障害

保障等合理的かつ多様な保障提供ができます。終身共済・養老生命共済・年金共済・こども共済・が

ん共済・医療共済等があります。 

  建物更生共済は所有者、またはその親族が所有する建物・動産・営業用什器備品が火災等、また

は自然災害による損害を受けたときお支払する共済です。 

 

    自動車損害賠償保障法にもとづく自動車損害賠償責任共済や自動車共済、火災共済、傷害共済、個

人賠賞責任共済等を取扱い致しております。 
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＜ 決 算 の 状 況 ＞  
 

■ 貸 借 対 照 表  
■ 資 産 の 部  

 

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  200,421  158,499 

  30,674,667  30,602,336 

  30,669,573  30,580,452 

  5,093  21,884 

  884,570  870,450 

  9,059,837  9,102,763 

  42,550  32,724 

  

  
 

24,393 

18,156 
 

20,389 

12,335 

  480,335  456,509 

  40,381,710  40,310,265 

  47  65 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  22,580  16,491 

  30,725  32,371 

  28,149  27,308 

     

  2,576  5,062 

     

  8,787  8,167 

  2,032  214 

  60,060  56,816 

  25,347  50,302 

  1,014,162  985,358 

    1,013,627  984,008 

   1,046,877  1,014,810 

   85,514  85,514 

   861,777  874,539 

   140,904  143,227 

   1,121,445  1,134,083 

    534  1,350 

  1,047,535  1,047,525 

    1,019,990  1,019,990 

    27,545  27,535 

  19,963  15,773 

  42,548,826  42,466,107 
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■ 負 債 及 び 純 資 産  
 

            

 
 

 
 

  39,125,945  39,105,479 

  35,214  23,878 

  138,438  71,038 

  39,299,598  39,200,396 

 
 

 

  -    

  58,212  69,630 

  -    

  38,414  38,563 

  5,071  3,440 

  101,699  111,634 

 
 

 

  49,975  42,717 

  9,895  13,267 

  59,871  55,985 

 

  619  7,312 

  22,402  32,912 

  23,021  40,225 

 

  8,251  9,422 

  63,501  52,956 

  23,689  27,038 

  95,442  89,417 

  128,162  128,162 

  39,707,795  39,625,821 

  221,669  230,448 

  2,221,086  2,222,927 

    398,084  398,084 

    1,823,002  1,824,843 

      993,416  993,416 

      158,588  158,588 

      478,500  478,500 

      58,000  58,000 

      47,000  47,000 

      87,498  89,339 

         6,094 

       34,001   

    241  1,252 

  398,517  388,163 

    63,330  52,976 

       335,186  335,186 

  2,841,031  2,840,286 

  42,548,826  42,466,107 
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■ 損 益 計 算 書  
 

            

 

     -   1,208,739 

     -   812,114 

 

     341,117  323,402 

     112,137  85,840 

   228,979  237,561 

 

     98,302  96,063 

     10,605  10,018 

    87,696   86,045 

 

     810,031  702,671 

     765,219  662,614 

   44,811  40,057 

 

     19,768  18,554 

     15,865  13,995 

   3,903  4,559 

 

     767  896 

     1,021  45 

   253  850 

 

     4,164  4,267 

     259  521 

    3,904   3,745 

 

     570  507 

     30  62 

   539  444 

 

     23,182  16,846 

     5,897  5,106 

   17,285  11,740 

 

     50,292  46,367 

     28,163  30,815 

   22,128  15,551 

 

     254  567 

     -   -  

   254  567 

 

     468  468 

     5,034  4,966 

   4,566  4,498 

  404,684  396,625 
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■ 損 益 計 算 書  
 

            

     392,895  347,585 

         11,789  49,039 

            

     24,715  26,123 

     5,262  3,577 

         31,243  71,585 

            

     -   14,525 

     74,460  60,872 

          25,239 

        43,217   

     723  10,996 

      

     9,940  8,148 

          6,094 

        34,001   

     121,499  83,244 

           

     

     

     87,498  89,339 

        

（注）農業協同組合法施行規則の改正に伴い、当年度については、 

各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去した 

「事業収益」、「事業費用」を表示しています。 
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■ 注 記 表  

平成３０年度 貸借対照表又は損益計算書の注記 
 

一 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

１．有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法 

 

 （1）その他有価証券 

   ①時価のあるもの  ： 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

   ②時価のないもの  ： 移動平均法による原価法 

              

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 

（1）購買品・・・・・・・・・総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下方法） 

及び売価還元法による低価法 

（2）その他の棚卸資産・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 

（1） 有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成 28年

4月 1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。 

 

 

（2）   無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（5年）に基づく定額法

により償却しています。 

 

 

４．引当金の計上基準 

 

(1)  貸倒引当金 

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の状

況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸

念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで

きる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除した残額との差額を引き当てています。 

上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額を計上しています。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した内

部監査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。 

  

（2）賞与引当金 

   職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上してい

ます。 
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（3） 退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給

付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しています。 

 

（4） 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。 

 

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

 

６．計算書類等に記載した金額の端数処理の方法  

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、そのため科目別金額の合計値はそれぞれの金額の合計欄

の金額と一致していません。なお、金額千円未満の科目については「０」で表示しています。 

                                                  

二 会計方針の変更に関する注記 

 

 棚卸資産の評価方法 

  購買品の評価方法は、従来、売価還元低価法によっていましたが、管理方法を変更したため、当事業年度から

総平均法に変更しました。 

  当該会計方針の変更は、システム上の対応が困難のため、前事業年度末の購買品の帳簿価格を当事業年度の期

首残高として、期首から将来にわたり総平均法を適用しています。 

  なお、この変更による影響は軽微です。 

 

三 表示方法の変更に関する注記 

 

  従来、系統組織からの仕入れを含む米の販売に係る収益（前事業年度 17,497千円）及び費用（前事業年度 14,501

千円）については、購買事業収益の「購買品供給高」及び購買事業費用の「購買品供給原価」に含めて表示して

いましたが、事業別の管理方法変更のため、当事業年度より販売事業収益の「販売品販売高」及び販売事業費用

の「販売品販売原価」に含めて表示することとしました。 

 

四 貸借対照表に関する注記 

 

１. 有形固定資産に係る圧縮記帳額 

    国庫補助金等の適用を受けて、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 31,729千円であ

り、その内訳は、次のとおりです。 

   機械装置 31,600千円  器具備品 128千円 

 

２. リース契約により使用する重要な固定資産 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、信用端末機・郷店の POSについては、リース契約により使用して

います。 

 

３．担保に供している資産 

系統預金 500,000千円を、愛媛県信用農業協同組合連合会との当座借越契約の担保に供しています。なお、

上記担保提供資産に対応する債務はありません。 

 

４.  役員との間の取引による役員に対する金銭債権の総額 

理事及び監事に対する金銭債権の総額 140,688千円 

 

５．貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳 

 貸出金のうち、破綻先債権はありません。延滞債権額は 811,540千円です。 
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なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行

った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97

号）第 96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出

金です。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 2,155 千円です。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。 

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 813,695千円で

す。なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

６．土地の再評価に関する法律に基づく再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しています。 

 

再評価を行った年月日                     平成 11年 3月 31日 

 

再評価を行った土地の当事業期末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を 

下回る金額          186,509千円 

 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年３月 31日公布政令第 119号）第２条第３号に定める、

当該事業用の土地について地方税法第 341条第 10号の土地課税台帳又は同条第 11号の土地補充課税台

帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

 

 

五 損益計算書に関する注記  

 

１．減損損失に関する注記 

 

（１）資産をグル－プ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要 

当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については本所、生

活購買店舗と支店ごとに、又、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグル

ーピングの最小単位としています。 

 

当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。 

場 所 用 途 種 類 その他 

郷 店 一般資産 建物・器具備品  

 

（２） 減損損失の認識に至った経緯 

生活店舗である郷店の減損損失を認識するに至った経緯は営業収支が２期連続赤字であると同時に、短期

的に業績の回復が見込まれないことから、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失とし

て認識しました。 
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（３） 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額 

  郷 店      74,460千円   （建物 74,214千円、器具備品 246千円） 

 

（４） 回収可能価額の算定方法 

郷店の回収可能価額は正味売却価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額を合理的に調整する

ことにより算定しています。 

 

六 金融商品に関する注記  

   

１.  金融商品の状況に関する事項 

 

（１）金融商品に対する取組方針 

     当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、

残った余裕金を愛媛県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債による運用を行っています。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出

金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。 

また、有価証券は債券であり、純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは発行体の信用リ

スク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

 

①  信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、

通常の貸出取引については、本所に金融部を設置し支所、支店との連携を図りながら、与信審査を行って

います。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担

保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維

持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・

実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償

却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

   

②  市場リスクの管理 

 当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、

収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視

したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価

証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で

構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘ

ッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどう

かチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

 

（市場リスクに係る定量的情報） 

      当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、

主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のう

ちその他有価証券に分類している債券、貯金及び借入金です。 

      当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅

を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 

      金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.06%

上昇したものと想定した場合には、経済価値が 23,142千円減少するものと把握しています。 

      当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の

相関を考慮していません。 
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      また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能

性があります。 

 

③  資金調達に係る流動性リスクの管理  

     当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動

性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置

付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

  

 

２.  金融商品の時価等に関する事項 

 

（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

 

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず(３)に記載しています。 
 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

預金 

有価証券 

 その他有価証券 

貸出金 

 貸倒引当金(＊1) 

 貸倒引当金控除後 

30,674,667 

884,570 

884,570 

9,059,837 

△480,335 

30,675,866 

884,570 

884,570 

 

 

1,199 

－ 

－ 

 

 

8,579,502 8,914,329 334,826 

資産計 40,138,739 40,474,765 336,025 

貯金 39,125,945 39,164,595 38,650 

負債計 39,125,945 39,164,595 38,650 

(＊1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。  

 

（２）金融商品の時価の算定方法 

 

（資産） 

 

① 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満

期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレ

ートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

② 有価証券 

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。 

 

③ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大

きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリ

ーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額
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として算定しています。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、元利金の合計額をリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏ

ｒ・スワップレートで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸

倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し

た額を時価に代わる金額としています。 

   

 

（負債） 

 

 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定

期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円

Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

（３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは（１）の金融商品

の時価情報には含まれていません。  

 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資(＊1) 1,047,535 

合計 1,047,535 

（＊1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難

であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 

 

（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

預金 

貸出金(＊1,2)  

有価証券 

・その他有価証券のうち

満期があるもの 

30,674,667 

984,208 

 

 

 

699,739 

100,000 

100,000 

 

846,203 

100,000 

100,000 

 

648,288 

100,000 

100,000 

 

571,132 

 

 

4,712,047 

500,000 

500,000 

合 計 31,658,875 799,739 946,203 748,288 571,132 5,212,047 

（＊1）貸出金のうち、当座貸越 68,763千円については「1年以内」に含めています。 

（＊2）貸出金のうち、3 ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 598,217 千円は償還の予定が見込ま

れないため、含めていません。 

 

 

（５）有利子負債の決算日後の返済予定額 

 

（単位：千円） 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

貯金(＊1) 33,970,604 2,145,846 2,850,191 61,784 55,337 42,180 

（＊1）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。 
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七 有価証券に関する注記  

  

 (1)  その他有価証券で時価のあるもの 

     その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。 

                                                   
（単位：千円）                                                                     

 種類 取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 差額 

貸借対照表計上額が取

得原価又は償却原価を

超えるもの 

国債 797,024 884,570 87,545 

                                                           

上記差額から繰延税金負債 24,215千円を差し引いた額 63,330千円が、「その他有価証券評価差額金」

に含まれています。 

                                                 

八 退職給付に関する注記 

 

１. 採用している退職給付制度 

職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この

制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため（一財）全国農林漁業団体共済会との契約による退

職金共済制度を採用しています。 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計上に、退職給付に係る期末自己都合支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しています。  

 

２. 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における退職給付引当金                   71,301千円 

退職給付費用                          13,363千円 

退職給付の支払額                       △10,152千円 

     特定退職共済制度への拠出金                 △11,010千円 

     期末における退職給付引当金                  63,501千円 

 

３. 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

    退職給付債務                        247,308千円 

    特定退職共済制度                     △183,806千円 

    未積立退職給付債務                      63,501千円 

    退職給付引当金                        63,501千円 

 

４．退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用                   13,363千円 

                

５. 特例業務負担金の将来見込額 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う

特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 3,917 千円を含めて計上しています。 

  なお、同組合より示された平成３１年 3 月現在における令和 14年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は

46,686千円となっております。 
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九 税効果会計に関する注記    

 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等 

１.  繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳                 

繰延税金資産 貸倒引当金                    125,266千円 

退職給付引当金                          17,564 千円 

役員退職慰労引当金                              6,552 千円 

減損損失（償却資産）                            33,134 千円 

減損損失（土地）                        33,803 千円 

未払決算賞与                                       5,328 千円 

繰越欠損金                     9,176 千円 

その他                                2,963 千円 

繰延税金資産小計                    233,786千円 

評価性引当額( 控除)                            △189,609千円 

繰延税金資産合計 （Ａ）               44,178 千円 

繰延税金負債 有価証券評価に係る繰延税金負債                △24,215千円 

繰延税金負債合計（Ｂ）                          △24,215 千円 

                   繰延税金資産の純額（Ａ）+（Ｂ）                  19,963 千円 

      

 

２.  法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 

 

    当年度は税引前当期純損失となったため記載を省略します。 

 

（追加情報） 

   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準 第 28号 平成 30年 2月 16日）等を当事業

年度から適用しています。 
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令和元年度 貸借対照表又は損益計算書の注記 

 

 ⌂ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 

 （1）その他有価証券 

   ①時価のあるもの  ： 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

   ②時価のないもの  ： 移動平均法による原価法 

              

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 

（1）購買品・・・・・・・・・総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

及び売価還元法による低価法 

（2）その他の棚卸資産・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 

（1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成 28年 4月 1日以降に

取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。 

 

 

（2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償

却しています。 

 

 

４．引当金の計上基準 

 

(1)  貸倒引当金 

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の状

況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸

念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで
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きる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除した残額との差額を引き当てています。 

上記以外の債権については、主として今後 1年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間にお

ける平均値に基づき損失率を求め、算定しております。 

 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、総合企画部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監

査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。 

  

（2）賞与引当金 

   職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。 

 

（3） 退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

（4） 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。 

 

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

 

６．計算書類等に記載した金額の端数処理の方法  

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、そのため科目別金額の合計値はそれぞれの金額の合計欄

の金額と一致していません。なお、金額千円未満の科目については「０」で表示しています。 

                                                  

 

 ─ ⌐ ∆╢  

 

 損益計算書の表示方法 

  農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に事業毎の収益及び費用を合算し、各事業相互間の内部損

益を除去した「事業収益」「事業費用」を表示しています。 

 

 

 ⌐ ∆╢  

 

１. 有形固定資産に係る圧縮記帳額 

    国庫補助金等の適用を受けて、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 31,709千円であ

り、その内訳は、次のとおりです。 

   機械装置 31,580千円  器具備品 128千円 

 

２．担保に供している資産 

系統預金 500,000千円を、愛媛県信用農業協同組合連合会との当座借越契約の担保に供しています。なお、

上記担保提供資産に対応する債務はありません。 
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３.  役員との間の取引による役員に対する金銭債権の総額 

理事及び監事に対する金銭債権の総額 141,491千円 

 

４．貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳 

 貸出金のうち、破綻先債権は 11,733千円、延滞債権額は 696,441千円です。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 96条

第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。 

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 708,174千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

５．土地の再評価に関する法律に基づく再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しています。 

 

再評価を行った年月日                  平成 11年 3月 31日 

 

再評価を行った土地の当事業期末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を 

下回る金額          186,509千円 

 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年３月 31日公布政令第 119号）第２条第３号に定める、

当該事業用の土地について地方税法第 341条第 10号の土地課税台帳又は同条第 11号の土地補充課税台

帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

 

 

 ⌐ ∆╢   

 

１．減損損失に関する注記 

 

（１）資産をグル－プ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要 

当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については本所、生

活購買店舗と支店ごとに、又、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグル

ーピングの最小単位としています。 
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当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。 

 

場 所 用 途 種 類 
デイサービスセンタ－ 一般資産 土地・建物・車両・その他 

郷本町支店 一般資産 建物・構築物・その他 

 

（２） 減損損失の認識に至った経緯 

福祉施設であるデイサービスセンターの減損損失を認識するに至った経緯は営業収支が２期連続赤字であ

ると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないことから、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当期減少

額を減損損失として認識しました。 

郷本町支店の郷支所統合に伴い、郷本町支店の建物・構築物、その他の資産について、統合を決議した当

期の減損損失として認識しました。 

 

（３） 減損損失の金額について、特別損失に計上した金額          単位：千円 

場 所 金 額 土地 建物 構築物 車両 その他 

デイサービスセ

ンタ－ 
44,941 7,205 36,968  446 321 

郷本町支店 15,868  15,395 463  8 

 

（４） 回収可能価額の算定方法 

デイサービスセンターの回収可能価額は正味売却価額を採用しており、その時価は路線 

価評価額を合理的に調整することにより算定しています。 

    郷本町支店の回収可能価額は取り壊しを予定しており、評価額は 1円としています。 

 

 ２．事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報 

（追加情報） 

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりません。よって、事業

別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しております。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間

の内部損益を除去した額を記載しております。 

 

 

 ⌐ ∆╢   

   

１.  金融商品の状況に関する事項 

 

（１）金融商品に対する取組方針 

     当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、

残った余裕金を愛媛県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債による運用を行っています。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出

金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。 

また、有価証券は債券であり、純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは発行体の信用リ

スク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 
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（３）金融商品に係るリスク管理体制 

 

④  信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、

通常の貸出取引については、本所に金融共済部を設置し支所、支店との連携を図りながら、与信審査を行

っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、

担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の

維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作

成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当 

金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

   

⑤  市場リスクの管理 

 当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、

収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視

したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価

証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で

構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘ

ッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどう

かチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

 

（市場リスクに係る定量的情報） 

      当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、

主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のう

ちその他有価証券に分類している債券、貯金及び借入金です。 

      当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅

を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 

      金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.13%

上昇したものと想定した場合には、経済価値が 52,886千円減少するものと把握しています。 

      当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の

相関を考慮していません。 

      また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能

性があります。 

 

⑥  資金調達に係る流動性リスクの管理  

     当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動

性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置

付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。 
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（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

  

 

２.  金融商品の時価等に関する事項 

 

（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず(３)に記載しています。 

 
（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

預金 

有価証券 

 その他有価証券 

貸出金 

 貸倒引当金(＊1) 

 貸倒引当金控除後 

30,602,336 

870,450 

870,450 

9,102,763 

△456,509 

30,603,532 

870,450 

870,450 

 

 

1,195 

－ 

－ 

 

 

8,646,254 9,061,618 415,363 

資産計 40,119,041 40,535,600 416,558 

貯金 39,105,479 39,134,869 29,390 

負債計 39,105,479 39,134,869 29,390 

(＊1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。  
 

（２）金融商品の時価の算定方法 

 

（資産） 

 

① 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満

期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレ

ートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

② 有価証券 

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。 

 

③ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大

きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリ

ーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額

として算定しています。 
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なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、元利金の合計額をリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏ

ｒ・スワップレートで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸

倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除し

た額を時価に代わる金額としています。 

   

（負債） 

 

 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定

期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円

Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

（３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは（１）の金融商品の

時価情報には含まれていません。  

 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資(＊1) 1,047,525 

合計 1,047,525 

（＊1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難
であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 

 

（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 
1年以内 

1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 

5年超 

預金 
貸出金(＊1,2)  
有価証券 
・その他有価証券のうち
満期があるもの 

30,602,336 
846,166 
100,000 
100,000 

 
944,822 
100,000 
100,000 

 
749,325 
100,000 
100,000 

 
672,113 

 
 

 
620,897 

 

 
4,744,6075

00,000 
500,000 

合 計 31,548,502 1,044,822 849,325 672,113 620,897 5,244,607 

（＊1）貸出金のうち、当座貸越 65,331千円については「1年以内」に含めています。 
（＊2）貸出金のうち、期限の利益を喪失した債権等 524,830千円は償還の予定が見込まれないため、含めてい

ません。 
 

（５）有利子負債の決算日後の返済予定額 

 
（単位：千円） 

 
1年以内 

1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 

5年超 

貯金(＊1) 33,012,866 2,870,717 3,035,521 84,371 42,921 59,081 

（＊1）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。 
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 ⌐ ∆╢   

 

 １．有価証券の時価及び評価差額に関する事項 

 (1)  その他有価証券で時価のあるもの 

     その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。 

                                                （単位：千円）                                                                     

 種類 貸借対照表計上額 取得原価又は償却原価 差額 

貸借対照表計上額が取

得原価又は償却原価を

超えるもの 

国債 870,450 797,216 73,233 

                                                           

上記差額から繰延税金負債 20,256千円を差し引いた額 52,976千円が、「その他有価証券評価差額金」

に含まれています。 

 

                                                 

 ⌐ ∆╢  

 

 

１. 採用している退職給付制度 

職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この

制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため（一財）全国農林漁業団体共済会との契約による退

職金共済制度を採用しています。 

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計上に、退職給付に係る期末自己都合支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しています。  

 

 

２. 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における退職給付引当金                   63,501千円 

退職給付費用                          11,795千円 

退職給付の支払額                       △12,622千円 

     特定退職共済制度への拠出金                 △ 9,717 千円 

     期末における退職給付引当金                  52,956千円 

 

 

３. 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

    退職給付債務                        221,611千円 

    特定退職共済制度                     △168,654千円 

    未積立退職給付債務                      52,956千円 

    退職給付引当金                        52,956千円 

 

 

４．退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用                  11,795千円 
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５. 特例業務負担金の将来見込額 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う

特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 3,676 千円を含めて計上しています。 

  なお、同組合より示された令和２年 3 月現在における令和 14 年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は

43,243千円となっております。 

 

 

 ⌐ ∆╢     

 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等 

１.  繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳                 

繰延税金資産 貸倒引当金                   126,329千円 

退職給付引当金                         14,648 千円 

役員退職慰労引当金                             7,478 千円 

減損損失（償却資産）                          45,731 千円 

減損損失（土地）                       35,796 千円 

未払決算賞与                                      5,691 千円 

その他                               3,535 千円 

繰延税金資産小計                    239,211千円 

評価性引当額( 控除)                             △203,181千円 

繰延税金資産合計 （Ａ）               36,030 千円 

繰延税金負債  有価証券評価に係る繰延税金負債               △20,256 千円 

繰延税金負債合計（Ｂ）                          △20,256 千円 

                     繰延税金資産の純額（Ａ）+（Ｂ）                15,773 千円 

      

 

３.  法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 

 

    法定実効税率             27.66％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目     3.82％ 

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △9.88％ 

 住民税均等割等                2.45％ 

 評価性引当額の増減             50.95％ 

 その他                    0.85％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     75.85％ 
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■ 剰 余 金 処 分 計 算 書  
（単位：千円） 

科        目 平成３０年度 令和元年度 

当 期 末 未 処 分 剰 余 金                 

 

剰 余 金 処 分 額                 

 

  利益準備金 

 

  営農振興積立金 

 

  経営安定化対策積立金 

 

  出 資 配 当 金               

 

次 期 繰 越 剰 余 金                 

87,498 

 

4,253 

 

 

 

 

 

 

 

4,253 

 

83,244 

89,339 

 

6,913 

 

1,500 

 

1,000 

 

 

 

4,413 

 

82,425 

（注1） 出資配当は年２．０％（平成３０年度）、年２．０％（令和元年度）の割合である。 

（注2） 次期繰越剰余金には、営農指導・生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額 500千円 

（令和元年度）が含まれています。 

 

目的積立金 

種    類 積立目的 
積 立 

目標額 
取崩基準 

当期末 

残 高 

経営安定化対策積立金 

会計制度変更等の影響に伴う

多額の費用処理や減損損失、固

定資産の撤去・除去並びに修繕

等による支出、また組合の財務

に大きな影響を及ぼす損失に

備えるため積立てる。 

2,000,000 

積立目的に明記する事由が発

生した場合、理事会の決議に

よって必要と認めた範囲内で

取崩す。 

993,416 

施設近代化積立金          

施設の取得、更新、修繕に必要

な資金を積み立て、経営の安定

を図る。 

300,000  

施設の取得、更新、修繕で多

額の支出を要したとき相当額

を取崩す。 

158,588 

金融事業強化積立金 

金融の自由化等に対応し、金融

事業の基盤強化と安定した事

業の発展を図る。 

700,000  

不良債権処理など金融事業で

多額の費用を支出したときに

相当額を取崩す。 

478,500 

営農振興積立金 

地域営農振興に向けた JAの営

農指導を強化する事を目的に

営農指導事業の新たな財源対

策として積立てる。 

100,000  

農業振興等に係る予測しない

事態が将来発生し、多額の出

費を伴う場合、総会の議決を

得て取崩す。 

58,000 

高齢者福祉事業積立金 
今後到来する高齢化社会に貢

献するために積立てる。 
100,000  

高齢者福祉事業で多額の支出

を要したとき相当額を取崩

す。 

47,000 

合   計  3,200,000   1,735,504 
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ủ  
（単位：千円） 

区  分 計 
信 用 

事 業 

共 済 

事 業 

農業関連 

事  業 

生活その他

事   業 

営農指導 

事  業 
共通管理 

事業収益   ① 1,210,613 323,402 96,063 101,797 688,881 468  

事業費用   ② 813,987 85,840 10,018 83,840 629,322 4,966  

事業総利益  ③ 

（① －②） 
396,625 237,561 86,045 17,957 59,558 △4,498  

事業管理費  ④ 

（うち人件費   ⑤） 

（うち減価償却費⑤′） 

347,585 

(264,817)  

(15,776)  

153,478 

(116,057)  

(3,960)  

57,570 

(45,903)  

(1,550)  

48,063 

(27,749)  

(3,471)  

75,572 

(64,737)  

(6,483)  

12,900 

(10,369)  

(311) 

 

 

※うち共通管理費⑥ 

(うち人件費  ⑦)  

(うち減価償却費⑦′)  

 

61,389 

(31,997)  

(3,663)  

23,185 

(12,088)  

(1,382)  

15,084 

(7,495)  

(1,237)  

32,981 

(17,580)  

(1,625)  

5,220 

(2,721)  

(311) 

△137,861 

(△71,883) 

(△8,220) 

事業利益   ⑧ 

（② －④） 
49,039 84,083 28,474 △15,020 16,967 △17,398  

事業外収益  ⑨ 26,123 11,548 4,371 3,927 5,290 984  

 ※うち共通分 ⑩  11,548 4,371 3,927 5,185 984 △26,018 

事業外費用  ⑪ 3,577 1,592 601 538 1,040 135  

 ※うち共通分 ⑫  1,592 601 538 1,039 135 △3,576 

経常利益   ⑬ 

（⑧＋⑨－⑪） 
71,585 94,038 32,245 △32,396 △5,752 △16,549  

特別利益   ⑭ 14,525 6,537 2,450 2,171 2,815 550  

 ※うち共通分 ⑮  6,537 2,450 2,171 2,815 550 △14,525 

特別損失   ⑯ 60,872 27,395 10,268 9,100 11,800 2,308  

 ※うち共通分 ⑰  27,395 10,268 9,100 11,800 2,308 60,872 

税引前当期利益          ⑱ 

（⑬＋⑭－⑯） 
25,239 73,180 24,427 △39,324 △14,736 △18,306  

営農指導事業分 

配賦額  ⑲ 
 5,421 1,963 9,563 1,359 △18,306  

営農指導事業分配賦後 

税引前当期利益          ⑳ 

（⑱－⑲） 

25,239 67,759 22,463 △48,888 △16,095   

 

※ ⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分 

（注）1．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等 

   （１）共通管理費等：減価償却費を除いた事業管理費割 

   （２）営農指導事業：50％を農業関連事業へ配賦、50％を事業総利益割により各部門へ配賦 

 

２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合） 

（単位：％） 

区  分 計 
信 用 

事 業 

共 済 

事 業 

農業関連 

事 業 

生活その他

事業 

営農指導 

事 業 

共 通 管 理 費 等 100 45.1  16.9  13.4  20.8  3.8  

営 農 指 導 事 業 100 29.6  10.7  52.3  7.4   
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 １ 私は、当ＪＡの平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの事業年度にかかるディスクロージ

ャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法施行

規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。 

 

 ２ この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能している

ことを確認しております。 

  (1)  業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。 

  (2)  業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重

要な事項については理事会等に適切に報告されております。  

  (3)  重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。 

  

                      令和２年７月２７日 

                      今治立花農業協同組合 

                      代表理事組合長  岡 林  興 通 

 

 

 

 令 和 元 年 度 の 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 、 剰 余 金 処 分 計 算 書 及 び 注 記 表 は 、 農

業 協 同 組 合 法 第 37 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 み の り 監 査 法 人 の 監 査 を 受

け て お り ま す 。  
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■ 直 近 5 事 業 年 度 の 主 要 な 経 営 指 標  

（単位：千円、人、％） 

      

 1,516,675 1,479,982 1,393,281 1,348,920 1,210,613 

  331,569 335,539 332,630 341,117 323,402 

  105,871 109,097 105,179 98,302 96,063 

  115,154 126,041 119,114 132,877 101,797 

  964,078  909,304  836,356 776,154 689,349 

 72,653 91,198 45,385 31,243 71,585 

      

 70,388 81,907 54,607  6,094 

    34,001  

 185,887 191,918 199,042 221,669 230,448 

 185,887 191,918 199,042 221,669 230,448 

 2,726,915 2,787,240 2,847,993 2,841,031 2,840,286 

 37,285,878 39,033,950 41,112,818 42,548,826 42,466,107 

 33,925,776 35,607,923 37,675,670 39,125,945 39,105,479 

 8,890,103 8,926,107 8,925,614 9,059,837 9,102,763 

 1,105,072 870,700 774,850 884,570 870,450 

      

  3,683 3,748 3,906 4,253 4,413 

       

 40 41 45 39 41 

 19.25 18.86 18.92 18.09 18.48 

 1  

 2  18

2 24
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＜ 主 要 な 業 務 の 状 況 ＞  

■ 利 益 統 括 表  

 

        

 260 268  8 

  11  10  1 

  42  40  2 

  228  237  9 

            0.56 0.58  0.2 

  404  396  8 

  0.95 0.93  0.02 

 

 

■ 資 金 運 用 収 支 の 内 訳  

 

 
  

      

         39,984 267 0.67 40,602 263 0.64 

      30,142 179 0.59 30,508 177 0.58 

   762 8 1.05 796 9 1.13 

     9,079 79 0.87 9,299 76 0.81 

         38,700 34 0.09 39,330 30 0.08 

   38,700 34 0.09 39,330 30 0.08 

     -  -  -  -  -  -  

 -  0.34  0.33 

  1  

2  

 

 

 

■ 受 取 ・ 支 払 利 息 の 増 減 額  

 

         

   7  3 

      5  2 

   0  0 

   12  1 

   0  3 

      0  3 

      

      

  7  0 
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＜ 貯 金 に 関 す る 指 標 ＞  

■ 種 類 別 貯 金 平 均 残 高  

 

         
  

   
            

 6,631 17.1 7,156 18.1  525 

       

 32,059 82.8 32,167 81.7  107 

       

 9 0.0 6 0.0  3 

       

 38,700 100.0 39,330 100.0  630 

       

       

          38,700 100.0 39,330 100.0  630 

    

    

 

 

■ 定 期 貯 金 残 高  

 

 
     

                

          31,611 100.0 30,908 100.0  702 

                        

    31,610 99.9 30,908 99.9  701 

    0 0.0 0 0.0  0 

       

      

      

 

 

＜ 貸 出 金 等 に 関 す る 指 標 ＞  

■ 種 類 別 貸 出 金 平 均 残 高  

 

       
  

    
            

 1 0.0 0 0.0  1 

 9,007 99.2 9,234 99.2  226 

 69 0.7 64 0.6  4 

             9,079 100.0 9,299 100.0  220 
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■ 貸 出 金 金 利 条 件 別 内 訳 残 高  

 

       
  

    
            

 6,610 72.9 6,898 75.7  287 

 2,380 26.2 2,073 22.7  306 

 68 0.7 130 1.4  61 

             9,059 100.0 9,102 100.0  42 

 

■ 貸 出 金 担 保 別 内 訳 残 高  

 

            

  156 204  47 

      

      

      

              156 204  47 

  2,113 2,331  218 

  89 128  39 

 2,202 2,459  257 

  6,701 6,438  262 

              9,059 9,102  42 

 

■ 使 途 別 貸 出 金 残 高  

 

 
  

    
            

 7,701 84.8 7,822 85.9  121 

 1,347 14.7 1,279 14.0  68 

 9,059 100.0 9,102 100.0  42 

 

■ 業 種 別 の 貸 出 金 残 高  

 

       
  

    
            

 1,021 11.2 907 9.9  113 

 608 6.7 653 7.1  45 

 8 0.0 8 0.0  0 

 443 4.8 418 4.5  24 

 86 0.9 83 0.9  2 

 175 1.9 214 2.3  38 

 274 3.0 329 3.6  54 

 

 
1,034 11.3 1,106 12.0  72 

 2,246 24.7 2,452 26.9  205 

 3,159 34.8 2,927 32.1  231 

 9,059 100.0 9,102 100.0  42 
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■ 主 要 な 農 業 関 係 の 貸 出 金 残 高  

 

  

 

         

     

 6 4  2 

     

     

     

     

 14 13  1 

     

 32 79  47 

     

 52 96  44 

( )  

 

         

 

 

( )  

 

  

 

 

         

 41 90  49 

 11 6  5 

 8 6  2 

 3   3 

 52 96  44 

( )  

 

JA  

 

( )  

 

 

 

 

         

 0 0  -  

 0 0  -  

( )  
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■ リ ス ク 管 理 債 権 残 高  

 

                

  11  11 

 812 696  116 

     

 2    

            814 708  105 

      

       

      96  

      1 3 4  

       

     1  

       

      

       

      

       

       

 

■ 金 融 再 生 法 債 権 区 分 に 基 づ く 保 全 状 況  

          （単位：百万円 ％） 

   

 

668 

273  

396  

564 

197  

367  

 144 143 

 2 0 

   814 708 

 811 708 

 

 

 

  336 261 

  0 1 

  475 446 

 99.6 100.0 

 8,253 8,397 

   9,066 9,105 

 

注１ 破産更正債権およびこれらに準ずる債権 

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。 

注２ 危険債権 

経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性の高い債権です。 
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注３ 要管理債権 

３か月以上延滞貸出債権および条件緩和貸出債権です。 

注４ 正常債権 

上記以外の債権（注 1、注 2及び注 3に掲げるものを除きます。）です。 

 

■ 貸 倒 引 当 金 の 期 末 残 高 及 び 期 中 の 増 減 額  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
4 5  4 5 5 10  5 10 

 
530 477 44 486 477 477 446  477 446 

 534 482 44 490 482 482 456  482 456 

 

■ 貸 出 金 償 却 の 額  

該 当 な し  

 

＜ 内 国 為 替 取 扱 実 績 ＞  

 

 
  

    

 
 6,325 23,778 6,202 24,475 

 5,317,626 6,376,212 5,685,231 6,569,218 

 
 9 0 5 1 

 20,144 0 10,064 29 

 
 72 224 101 242 

 16,275 33,166 11,638 32,731 

 
 6,551 24,182 6,469 24,950 

 5,354,046 6,409,378 5,706,934 6,601,979 
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＜ 有 価 証 券 に 関 す る 指 標 ＞  

■ 種 類 別 有 価 証 券 平 均 残 高  

 

            

              762,765 796,985  34,220 

                  

                  

        762,765 796,985  34,220 

    

    

 

■ 商 品 有 価 証 券 種 類 別 平 均 残 高  

該 当 な し  

 

■ 有 価 証 券 種 類 別 残 存 期 間 別 残 高  

 

 1  
1  

3  

3  

5  

5  

7  

7  

10

 

10  

 

   

 

  200,000 100,000   500,000  800,000 

         

         

 

 100,000 100,000 100,000   500,000  800,000 

         

         

 

■ 有 価 証 券 等 の 時 価 情 報 等  

 

（１） 有価証券の時価情報 

 

[ ] 

 

 該 当 な し  
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[ ] 

 

 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 

 884,570 797,024 87,545 870,450 797,216 73,233 

 884,570 797,024 87,545 870,450 797,216 73,233 

       

       

 884,570 797,024 87,545 870,450 797,216 73,233 

 

       

       

       

       

       

 884,570 797,024 87,545 870,450 797,216 73,233 

   

 

■ 金 銭 の 信 託  

 

該 当 な し  

 

■デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券店頭デリバティブ取引  

 

該 当 な し  
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＜ 共 済 取 扱 実 績 ＞  

■ 長 期 共 済 保 有 高  

 

   
  

              

 166,700 19,586,003 216,208 18,808,866 

 -  131,000 35,000 146,000 

 124,300 6,709,193 61,400 5,825,421 

 (  109,300 3,387,000 61,400 3,223,400 

 -  53,000 -  51,000 

  -  875,050 10,000 747,050 

 -  221,600 -  186,300 

 12,000 149,703 6,893 150,385 

 3,764,850 28,170,270 3,491,500 28,153,020 

 4,067,850 55,895,820 3,821,001 54,068,044 

    

 

    

    

    

 

      

■ 医 療 系 共 済 の 入 院 共 済 金 額 保 有 高  

 

   
   

              

 186 7,576 259 7,387 

 105 2,720 130 2,720 

 -  539 -  486 

 291 10,835 389 10,593 

    

 

■ 介 護 共 済 ・ 生 活 障 害 共 済 の 共 済 金 額 保 有 高  

 

   
  

              

 16,407 290,042 7,083 286,438 

 52,500 52,500 -  52,500 

 6,800 6,800 2,000 7,600 
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■ 年 金 共 済 の 年 金 保 有 高  

 

   
   

              

 32,232 211,160 177,884 373,224 

 -  79,363 -  87,874 

 32,232 290,523 177,884 461,098 

  

 

■ 短 期 共 済 新 契 約 高  

 

 
   

        

 7,180,420 6,138 6,975,520 6,051 

 4,617,000 148 4,392,000 141 

  47,782  47,465 

  8,372  8,195 

 8,000 33 4,000 16 

  213  200 
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■ 利 益 率  

 

         

  0.07  0.16  0.09 

  1.10  2.52  1.42 

  -   0.01  -  

  -   0.21  -  

 

 

■ 貯 貸 率 ・ 貯 証 率  

 

         

 
    23.1 23.2  0.1 

 23.4 23.6  0.2 

 
    2.2 2.2  0 

 1.9 2.0  0.1 



  51 

＜ 自 己 資 本 の 充 実 の 状 況 ＞  
自 己 資 本 の 構 成 に 関 す る 事 項  

 

項  目 

平成３０年度 令和元年度 

 
経過措置に

よる不算入

額 

 

コア資本に係る基礎項目 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 2,438,260   2,447,709 

  うち、出資金及び資本準備金の額 221,669   230,448 

  うち、再評価積立金の額 -     

  うち、利益剰余金の額 2,221,086   2,222,927 

  うち、外部流出予定額（△） 4,253   4,413 

  うち、上記以外に該当するものの額 △241   △1,252 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 5,362   10,458 

  うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 5,362   10,458 

  うち、適格引当金コア資本算入額     

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額

に含まれる額 
    

  うち、回転出資金の額     

  うち、上記以外に該当するものの額     

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額

のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
    

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額の

うち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
104,253   83,402 

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 2,547,876   2,541,570 

コア資本に係る調整項目 （２） 

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額

の合計額 
534  1,350 

  うち、のれんに係るものの額    

  うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 534  1,350 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額     

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額     

前払年金費用の額     

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額     

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額     

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額     

特定項目に係る10パーセント基準超過額     

  
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 
    

  
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 
    

  うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額     

特定項目に係る15パーセント基準超過額     

  
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 
    

  
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 
    

  うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額    

 

 

 

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 534   1,350 

自己資本 
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自己資本の額 （（イ）－（ロ）） （ハ） 2,547,341   2,540,220 

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額 13,157,158   12,847,990 

  資産（オン・バランス）項目 13,157,158   12,847,990 

    うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 463,348   463,348 

      

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャ

ーに係る経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額から

経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額

（△） 

    

      うち、上記以外に該当するものの額 463,348   463,348 

  オフ・バランス項目     

  ＣＶＡリスク相当額を８パーセントで除して得た額     

  中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 916,952   895,169 

信用リスク・アセット調整額     

オペレーショナル・リスク相当額調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 14,074,111   13,743,159 

自己資本比率    

自己資本比率 （（ハ）／（ニ）） 18.09％   18,48％ 

 

 

(注) 

１．農協法第 11 条の 2 第 1 項第 1 号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づ

き算出しています。 

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リ

スク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。 

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 
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自 己 資 本 の 充 実 度 に 関 す る 事 項  

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳   

 

 平成３０年度 令和元年度 

 

 

a 

 

b a  

  

a 

 

b a  

   200,421   158,499   

 798,029   798,229   

 2,249,056   2,452,582   

       

       

       

 30,676,514 6,135,302 245,412 30,604,165 6,120,833 244,833 

 48,142 43,282 1,731 45,696 44,319 1,772 

 64,580 26,841 1,073 147,017 88,376 3,535 

 1,240,135 418,090 16,723 1,058,759 357,423 14,296 

 1,566,660 1,544,726 61,789 1,499,809 1,467,312 58,692 

 626,569 188,971 7,478 480,553 116,836 4,673 

 15,932 3,186 127 11,071 2,214 88 

 2,114,351 210,247 8,409 2,332,385 231,799 9,271 

       

 52,475 52,475 2,099 52,465 52,465 2,098 

  52,475 52,475 2,099 52,465 52,465 2,098 

 2,199,363 3,465,117 138,604 2,569,679 3,903,061 156,122 

 

 

995,060 2,487,650 99,506 995,060 2,487,650 99,506 

 1,204,303 977,467 39,098 1,574,619 1,415,411 56,616 

       

       

 
      

        

       

250        

400        

       

,

 
 463,348 18,533  463,348 18,533 

 607,569 607,569 24,302 607,449 607,449 24,297 

標準的手法を適用するエクスポージャー別計       

ＣＶＡリスク相当額÷８％       

中央清算機関関連エクスポージャー       

信用リスク・アセットの額の合計額 42,459,801 13,157,158 526,286 42,369,125 12,847,990 513,919 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

916,952 36,678 895,169 35,806 

 

( )   ( )   

a a  a a  

14,074,111 562,964 13,743,159 549,726 
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150  

 

 

 

 

 

 

  15 3  

  3  

 

信 用 リ ス ク に 関 す る 事 項  

 

① 標準的手法に関する事項 

 

 

 

      

( ) 

( ) 

( ' ) 

S&P ( ) 

( ) 

 

 

        

   

(

)) 

R I Moody's JCR S&P

Fitch 

 

(

)) 

R I Moody's JCR S&P

Fitch 
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② 信用リスクに関するエクスポージャーの（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上 

  延滞エクスポージャーの期末残高 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  42,459 9,944 798  624 42,369 9,125 798  480 

           

 42,459 9,944 798  624 42,369 9,125 798  480 

 

 

      5 5    

           

           

           

           

 
1,767 1,767   344 2,491 2,491   339 

 
          

           

 31,687     31,610     

 

          

 
3,047 3,047    3,250 2,452 798   

 292 292 798   269     

 4,775 4,775   280 3,907 3,907   141 

 830 22    834 269    

 42,459 9,944 798  624 42,369 9,125 798  480 

  30,746 70    30,743 39 100   

 510 310 200   653 453 200   

 528 428 100   313 313    

 736 736    828 828    

10  1,632 1,632    1,640 1,640    

10  5,676 5,178 498   5,675 5,177 498   

 
2,628 734    2,514 673    

 42,459 9,944 798   42,369 9,125 798   

 

 

 

 

150

 

5  
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③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 4,200 5,362  4,200 5,362 5,362 10,458  5,362 10,458 

 530,265 477,005 44,127 486,138 477,005 477,005 446,265  477,005 446,265 

 

 

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高及び期中増減額及び貸出金償却の額 

 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

   530,265 477,005 44,127 486,138 477,005  477,005 446,265  477,005 446,265  

               

 530,265 477,005 44,127 486,138 477,005  477,005 446,265  477,005 446,265  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

             

             

              

 329,461 277,250  329,461 278,998  278,998 281,162  278,998 281,162  

 

 
            

             

             

 
            

 3,334 1,749  2,798         

   197,470 198,006 44,127 153,879 198,006  198,006 165,102  198,006 165,102  

 530,265 477,005 44,127 486,138 477,005  477,005 446,265  477,005 446,265  
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⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト 1250％を適用する残高 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   0   3,247,506 3,247,506  3,409,311 3,409,311 

   2        

   4        

  10   2,114,351 2,114,351  2,332,385 2,332,385 

  20   30,692,446 30,692,446  30,615,236 30,615,236 

  35   1,240,135 1,240,135  1,058,759 1,058,759 

  50   504,398 504,398  459,117 459,117 

  75   64,580 64,580  147,017 147,017 

 100   4,053,130 4,053,130  3,796,170 3,796,170 

 150   11,540 11,540  19,415 19,415 

 200        

 250   995,060 995,060  995,060 995,060 

  534 534  1,350 1,350 

 1250        

  42,923,684 42,923,684  42,833,824 42,833,824 

（注） 

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャー

に該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。 

２．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣には

エクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付

は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。 

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク。ウエ

イトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対

象としています。 

４．1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保障又はクレジット・デリバティ

ブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト 1250％を適用したエクスポ

ージャーがあります。 

 

 

信 用 リ ス ク 削 減 手 法 に 関 す る 事 項  

 

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 
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A- A3

 

A- A3

BBB- Baa3

 

 

 

 

 

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額  

      

 

  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

       

       

       

       

       

 224      

       

       

       

       

       

 3,506   23,559   

  3,732   23,559   

(注)  

１．「エクスポージャー」とは、資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。 

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエ

クスポージャー及び「金融機関向け及び証券会社向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％に

なったエクスポージャーのことです。 

３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その

一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。 

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公

共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・右記以外（固定資産等）が含まれます。 

５.「クレジット・デリバティブ」とは、信用リスクをヘッジ（回避・低減）するために、債務者である会社等の信

用力を指標に将来受け渡す損益を決める取引です。 
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派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項  

   該当する取引はありません。 

 

証券化エクスポージャーに関する事項  

該当する取引はありません。 

 

出 資 等 又 は 株 式 等 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー に 関 す る 事 項  

 

① 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

「出資等又は株式等」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資として計上されてい

るものであり、当ＪＡにおいては、これらを①その他有価証券、、②系統および系統外出資に区分して管理してい

ます。 ①その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握お

よびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオ

の状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開

催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員

会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引

については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層

に報告しています。②系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常

的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。 

 なお、これらの出資等又は株式等の評価等については、①その他有価証券については時価評価を行った上で、

取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。②系統お

よび系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。

また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。 

 

② 出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 

 

 

 

  

    

      

 1,047,535 1,047,535 1,047,525 1,047,525 

  1,047,535 1,047,535 1,047,525 1,047,525 

 

③ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

   該当する取引はありません。 

 

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額 

（その他有価証券の評価損益等） 

 

 

 

  

    

  87,545  73,233  

     

  87,545  73,233  
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⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等） 

   該当する取引はありません。 

 

⑥ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 

該当する取引はありません。 

 

金 利 リ ス ク に 関 す る 事 項  

 

① 金利リスクの算定方法の概要 

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中で

金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。 

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスクに関する定義・説明」に、またリスク情

報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努

めています。具体的な金利リスク管理方針および手続については以下のとおりです。 

 

◇リスク管理の方針および手続の概要 

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明 

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと一体的

に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク(IRRBB)については、個別の管理指標の設定やモニ

タリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。 

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明 

当ＪＡは、ＡＬＭ委員会のもと、自己資本に対する IRRBBの比率の管理や収支シミュレーションの分析などを行

いリスク削減に努めています。 

・金利リスク計測の頻度 

四半期末を基準日として、IRRBBを計測しています。 

 

◇金利リスクの算定手法の概要 

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポジションにかかる基準日時点のイ

ールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算

されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、

スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。 

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期 

 流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 0.003 年です。 

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期 

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 5年です。 

・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提 

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。 

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提 

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。 

・複数の通貨の集計方法およびその前提 

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。 

・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか)  

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利

変動ショックの設定上は不変としています。 
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・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提 

内部モデルは使用しておりません。 

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明 

該当ありません。 

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 

該当ありません。 

 

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項 

・金利ショックに関する説明 

リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。 

・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿ＥＶ

Ｅおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点 

   特段ありません。 

 

② 金利リスクに関する事項 

 

                     （単位：百万円） 

IRRBB１：金利リスク 

項

番 
 

イ ロ ハ ニ 

⊿EVE ⊿NII  

当期末 前期末 当期末 前期末 

１ 上方パラレルシフト 374    

２ 下方パラレルシフト     

３ スティープ化 388    

４ フラット化     

５ 短期金利上昇     

６ 短期金利低下     

７ 最大値 388    

  
ホ ヘ 

当期末 前期末 

８ 自己資本の額 2,540                  
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＜ 組 織 に 関 す る 事 項 ＞             

（令和２年 7 月 1 日現在） 

■ 機  構  図               
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共 済 推 進 課 

共 済 保 全 課 

営 業 課 
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事 
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■ 協 同 会 社  該 当 な し  

 

■ 役  員                       

                        

 

 

 

審査担当理事 

    

    

    

    

    

    

      ○実  

     ○実  

       ○実  

   ○実  

     

  

      ○認  

      ○認  

   ○実  

   ○実  

    

    

    

    

    

 

    

    

    

 

   ○認  

   ○実  

  

     

  

     

     

      

  

     

 ※認定農業者は○認、実践的能力者は○実としています。 

 

■ 会 計 監 査 人 の 名 称  

 み の り 監 査 法 人 （ 令 和 ２ 年 7 月 現 在 ）  

 所 在 地 ： 東 京 都 港 区 芝 5 丁 目 29 番 11 号  

 

■ 組 合 員 数                      

            

 

             

 

508 504 

2  

6,840 

2  

6,863 

          7,348 7,367 

 

■ 組 合 員 組 織 の 状 況                

                    

 

 

 

90 

11 

46 

           ※当ＪＡの組合員組織を記載しています。 

 

■ 特 定 信 用 事 業 代 理 業 者 の 状 況  該 当 な し  

 

■ 地 区 一 覧  

   今 治 市……  

                 

                 

 

■ 店 舗 一 覧                     3  

             CD ATM  

 

 

 

    

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今治立花農業協同組合 
・本 所 〒794-0803 愛媛県今治市北鳥生町３－３－１４ 

                  電話（０８９８）２３－０２４６（代表） 

         ・郷 支 所 （０８９８）２２－１２６６ 

         ・くみあいマーケット郷 店 （０８９８）３２－２３５５ 

         ・デイサービスセンター （０８９８）３４－７５７５ 

         ・宅配（米など配達の御用命）フリーダイアル 

                         ０１２０－１３０３１４ 


